
 

「特定技能外国人受入れに関する運用要領」の一部改正について 

 

令和８年３月２４日 

 

 

 「特定技能外国人受入れに関する運用要領」について、下記のとおり必要な改正を行いましたので、公表します。 

 

記 

赤字が修正部分 

通し 

番号 

該当 

ページ 

（ 改 正

後） 

改正箇所 現行 改正 
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第２章 制度の

概要 

第１節 基本方

針等の策定 

第２ 分野別運

用方針 

○２つ目 

 

 

 

 

○ 分野別運用方針には、①人材を確保することが困難

な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を

図るべき産業上の分野（以下「特定産業分野」という。）、

②特定産業分野における人材の不足の状況（当該産業

上の分野において人材が不足している地域の状況を含

む。）に関する事項、③特定産業分野において求められ

る人材の基準に関する事項、④在留資格認定証明書の

交付の停止の措置又は交付の再開の措置に関する事

項、⑤その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に

関する重要事項が定められています。  

○ 分野別運用方針には、①人材を確保することが困難

な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を

図るべき産業上の分野（以下「特定産業分野」という。）、

②特定産業分野における人材の不足の状況（当該特定

産業分野において人材が不足している地域の状況を含

む。）に関する事項、③在留資格認定証明書の交付の停

止の措置及び再開の措置に関する事項、④その他特定

技能制度に係る制度の運用に関する重要事項、⑤特定

産業分野において求められる人材の基準に関する事

項、⑥その他特定技能制度の運用に関する重要事項が

定められています。 

２ P.３ 第３ 分野別運

用要領 

第３  分野別運用要領 

 

○ 法務省、警察庁、外務省、厚生労働省及び各分野を所

（削除） 

 



管する行政機関は、各分野における分野別運用方針に

ついて細目を定めた運用要領（平成３０年１２月２５

日策定。以下「分野別運用要領」という。）をそれぞれ

策定しています。 

 

○ 分野横断的な質問については、法務省でも受け付け

ていますが、質問の内容によっては、各分野を所管する

省庁を案内させていただきます。また、各分野に関する

個別的な質問については、各分野を所管する省庁にお

尋ねください。 

３ P.７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 特定技

能外国人受入れ

手続の流れ 

○６つ目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ これまで在留諸申請時に提出を求めていた次の特定

技能所属機関の適格性に関する書類（以下「適格性書

類」という。）等は、令和７年４月１日以降は、一定の

基準を満たす場合、提出を省略することが可能です（適

格性書類については、１年に１度の頻度で提出する定

期届出「特定技能外国人の受入れ・活動・支援実施状況

に係る届出」（第７章第６節）の添付書類として提出す

ることになります。）。 

 

（特定技能所属機関の適格性に関する書類（適格性書

類）） 

・特定技能所属機関概要書（参考様式第１－１１－１号） 

・登記事項証明書 

・業務執行に関与する役員の住民票の写し 

・特定技能所属機関の役員に関する誓約書（参考様式第

１－２３号） 

・（特定技能所属機関の）労働保険料の納付に係る資料 

・（特定技能所属機関の）社会保険料の納付に係る資料 

○ これまで在留諸申請時に提出を求めていた次の特定

技能所属機関の適格性に関する書類（以下「適格性書

類」という。）等は、一定の基準を満たす場合、提出を

省略することが可能です（適格性書類については、１年

に１度提出する定期届出「特定技能外国人の受入れ・活

動・支援実施状況に係る届出」（第７章第７節）の添付

書類として提出することになります。）。 

 

 

（特定技能所属機関の適格性に関する書類（適格性書

類）） 

・特定技能所属機関概要書（参考様式第１－１１－１号） 

・中長期在留者の受入れ実績等に関する資料 

・登記事項証明書 

・業務執行に関与する役員又は個人事業主の住民票の写

し 

・特定技能所属機関の役員に関する誓約書（参考様式第

１－２３号） 
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○７つ目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・（特定技能所属機関の）国税の納付に係る資料 

・（特定技能所属機関の）法人住民税の納付に係る資料 

（適格性書類のほか提出の省略を認める書類） 

・特定技能外国人の報酬に関する説明書（参考様式第１

－４号） 

・雇用の経緯に係る説明書（参考様式第１－１６号） 

 

 

 

 

○ 一定の基準とは、（１）同一年度内に既に特定技能外

国人を受け入れていること、又は（２）①過去３年間に

指導勧告書の交付又は改善命令処分を受けておらず、

②在留諸申請をオンライン申請、各種届出を電子届出

で行い、かつ③一定の実績があり、適正な受入れを行う

ことが見込まれる機関であることです。 

一定の実績があり、適正な受入れを行うことが見込

まれる機関とは、次の①から⑥までのいずれかに該当

する機関です。詳細は、出入国在留管理庁ホームペー

ジを御参照ください。 

 

① 日本の証券取引所に上場している企業 

② 保険業を営む相互会社 

③ 高度専門職省令第１条第１項各号の表の特別加算

の項の中欄イ又はロの対象企業（イノベーション創

出企業） 

④ 一定の条件を満たす企業等 

⑤ 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計

・（特定技能所属機関の）労働保険料の納付に係る資料 

・（特定技能所属機関の）社会保険料の納付に係る資料 

・（特定技能所属機関の）国税の納付に係る資料 

・（特定技能所属機関の）法人住民税又は個人住民税の納

付に係る資料 

（適格性書類のほか提出の省略を認める書類） 

・特定技能外国人の報酬に関する説明書（参考様式第１

－４号） 

・雇用の経緯に係る説明書（参考様式第１－１６号） 

 

○ 一定の基準とは、（１）同一年度内に既に特定技能外

国人を受け入れていること、又は（２）①過去３年間に

指導勧告書の交付又は改善命令処分を受けておらず、

②在留諸申請をオンライン申請、各種届出を電子届出

で行い、かつ③一定の実績があり、適正な受入れを行う

ことが見込まれる機関であることです。 

一定の実績があり、適正な受入れを行うことが見込

まれる機関とは、次の①から⑥までのいずれかに該当

する機関です。詳細は、出入国在留管理庁ホームペー

ジを御参照ください。 

 

① 日本の証券取引所に上場している企業 

② 保険業を営む相互会社 

③ 高度専門職省令第１条第１項各号の表の特別加算

の項の中欄イ又はロの対象企業（イノベーション創

出企業） 

④ 一定の条件を満たす企業等 

⑤ 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計
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○９つ目 

 

 

 

 

 

表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額

が１，０００万円以上ある団体・個人 

⑥ 特定技能所属機関として３年間の継続した受入れ

実績を有し、過去３年間に債務超過となっていない

法人 

 

  なお、在留諸申請をオンライン申請、各種届出を電子

届出で行うためには、事前の利用者登録が必要です。 

  また、適格性書類等の提出を省略する場合であって

も、必要に応じて地方出入国在留管理局から提出を求

められた場合は提出する必要があることに留意願いま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 在留資格認定証明書交付申請の手数料は無料です

が、在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請

については、 

オンライン申請の場合：５，５００円 

  窓口で申請をする場合：６，０００円 

の手数料が必要となります。 

表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額

が１，０００万円以上ある団体・個人 

⑥ 申請時点で特定技能所属機関として３年間の継続

した受入れ実績を有し、過去３年間に債務超過とな

っていない法人 

 

  在留諸申請をオンライン申請、各種届出を電子届出

で行うためには、事前の利用者登録が必要です。登録が

完了するまでには一定期間要するため、事前にご準備

いただくようお願いいたします。なお、派遣雇用であっ

て、特定技能所属機関の派遣認定期間の満了日が、申請

者の現に有する在留資格の在留期間の満了日（在留資

格認定証明書交付申請においては申請日時点）から７

月以内の場合については、派遣元である特定技能所属

機関が基準に適合することを確認する必要があること

から、この際の申請においては、提出書類の省略が認め

られないことに留意してください。 

  また、適格性書類等の提出を省略する場合であって

も、必要に応じて地方出入国在留管理局から提出を求

められた場合は提出する必要があることに留意してく

ださい。 

 

○ 在留資格認定証明書交付申請の手数料は無料です

が、在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請

については、 

オンライン申請の場合：５，５００円 

  窓口で申請をする場合：６，０００円 

の手数料が必要となります。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 地方出入国在留管理局においては審査窓口の混

雑が深刻なものとなっており、多くの待ち時間が

発生しているため、混雑解消に向けた取組の一つ

として、来庁の必要がなくなるオンライン申請の

利用を推奨しています。このため、更なるオンラ

イン申請の利用促進のために、オンライン申請に

かかる手数料の方をより安価に設定しています。 

※ 地方出入国在留管理局においては審査窓口の混

雑が深刻なものとなっており、多くの待ち時間が

発生しているため、混雑解消に向けた取組の一つ

として、来庁の必要がないオンライン申請の利用

を推奨しています。このため、更なるオンライン

申請の利用促進のために、オンライン申請にかか

る手数料の方をより安価に設定しています。 

４ P.１０ 

 

 

 

 

第３章 在留資

格「特定技能」 

第１節 「特定

技能１号」 

○３つ目 

○ 特定産業分野における相当程度の知識又は経験を要

する技能とは、当該特定産業分野における相当期間の

実務経験等を要する技能をいい、当該特定産業分野に

係る分野別運用方針及び分野別運用要領で定める水準

を満たすものをいいます。 

○ 特定産業分野における相当程度の知識又は経験を要

する技能とは、当該特定産業分野における相当期間の

実務経験等を要する技能をいい、当該特定産業分野に

係る分野別運用方針で定める水準を満たすものをいい

ます。 

５ P.１１ 

 

 

第２節 「特定

技能２号」 

○３つ目 

 

 

○ 特定産業分野における熟練した技能とは、当該特定

産業分野における長年の実務経験等により身に付けた

熟達した技能をいい、当該特定産業分野に係る分野別

運用方針及び分野別運用要領で定める水準を満たすも

のをいいます。 

○ 特定産業分野における熟練した技能とは、当該特定

産業分野における長年の実務経験等により身に付けた

熟達した技能をいい、当該特定産業分野に係る分野別

運用方針で定める水準を満たすものをいいます。 

６ P.１６ 
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第４章 特定技

能外国人に関す

る基準 

第１節 「特定

技能１号」 

（３）技能水準

に関するもの 

○２つ目 

 

（４）日本語能

力に関するもの 

○ 試験その他の評価方法は、特定産業分野に係る分野

別運用方針及び分野別運用要領で定められています。 

 

 

 

 

 

 

 

○ 試験その他の評価方法は、特定産業分野に係る分野

別運用方針及び分野別運用要領で定められています。 

○ 試験その他の評価方法は、特定産業分野に係る分野

別運用方針で定められています。 

 

 

 

 

 

 

 

○ 試験その他の評価方法は、特定産業分野に係る分野

別運用方針で定められています。 



 

 

P.２３ 

 

 

 

 

P.２３  

 

 

 

 

 

 

 

 

P.２５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○２つ目 

 

（６）通算在留

期間に関するも

の 

○１つ目 

 

○４つ目 

 

 

 

 

 

 

 

 

○４つ目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 「特定技能１号」で在留できる期間が通算で５年以内

であることを求めるものです。 

 

 

 

○ このほか、「特定技能２号」で従事しようとする業務

に必要な熟練した技能を有していることを評価する試

験（以下「特定技能２号評価試験等」という。）に不合

格となった１号特定技能外国人のうち、一定の要件を

満たすものについては、当分の間、「５年を超えて在留

することについて相当の理由があると認められる場

合」に該当するとして、通算在留期間が６年となりま

す。 

 

【留意事項】 

○ 「特定技能２号」での受入れが認められている特定産

業分野において、特定技能２号評価試験等（※）に不合

格となった 1 号特定技能外国人のうち、以下の要件を

満たしていると認められるものについては、当分の

間、「５年を超えて在留することについて相当の理由が

あると認められる場合」に該当するとして、通算在留期

間が６年となります。 

 

（※）各分野の特定技能２号評価試験のほか、ビル

クリーニング、工業製品製造業、建設、造船・

舶用工業の各分野においては各技能検定１級、

 

 

○ 「特定技能１号」で在留できる期間が通算で原則５年

以内であることを求めるものです。 

 

 

 

○ このほか、「特定技能２号」で従事しようとする業務

に必要な熟練した技能を有していることを評価する試

験又は介護福祉士国家試験（以下「特定技能２号評価試

験等」という。）に不合格となり、一定の要件を満たす

者については、「５年を超えて在留することについて相

当の理由があると認められる場合」に該当するとして、

通算在留期間が６年となります。 

 

 

【留意事項】 

○ 「特定技能２号」での受入れが認められている特定産

業分野において、特定技能２号評価試験等（※）に不合

格となった 1 号特定技能外国人のうち、以下の要件を

満たしていると認められるものについては、「５年を超

えて在留することについて相当の理由があると認めら

れる場合」に該当するとして、通算在留期間が６年とな

ります。 

 

（※）各分野の特定技能２号評価試験のほか、介護

福祉士国家試験、ビルクリーニング、工業製品

製造業、建設、造船・舶用工業の各分野につい



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工業製品製造業分野においてはビジネスキャリ

ア検定３級、漁業及び外食業の各分野において

は日本語能力試験（Ｎ３相当以上）も含む。な

お、自動車整備士技能検定２級及び航空従事者

技能証明は対象外。 

（要件） 

１． 特定技能外国人が次のいずれにも該当するこ

と 

(1) 分野別運用方針に定める「特定技能２号」へ

の移行に必要な全ての試験について、合格基準

点の８割以上の得点を取得していること 

※ 不合格となった試験の受験日は本件取

扱いの施行（令和７年９月３０日）前後を

問いませんが、疎明資料から当該要件を満

たしていることが明らかである場合に限

ります。 

(2) ５年の通算在留期間経過後の在留継続期間中

に 

      ア 合格基準点の８割以上の得点を取得した特

定技能２号評価試験等の合格に向けて精励

し、かつ、同試験等を受験すること 

イ 特定技能２号評価試験等に合格した場合、

速やかに「特定技能２号」の在留資格変更許可

申請を行うこと 

ウ 特定技能２号評価試験等に合格できなかっ

た場合、速やかに帰国すること 

を誓約していること 

    ２．特定技能所属機関が次のいずれにも該当するこ

ては各技能検定１級、工業製品製造業分野につ

いてはビジネスキャリア検定３級、漁業及び外

食業の各分野については日本語能力試験（Ｎ３

相当以上）も含む。なお、自動車整備士技能検

定２級及び航空従事者技能証明は対象外。 

（要件） 

１． 特定技能外国人が次のいずれにも該当するこ

と 

(1) 分野別運用方針に定める「特定技能２号」へ

の移行に必要な全ての試験等について、合格基

準点の８割以上の得点を取得していること 

※ 不合格となった試験の受験日は本件取

扱いの施行（令和７年９月３０日）前後を

問いませんが、疎明資料から当該要件を満

たしていることが明らかである場合に限

ります。 

(2) ５年の通算在留期間経過後の在留期間中に 

      ア 合格基準点の８割以上の得点を取得した特

定技能２号評価試験等の合格に向けて精励

し、かつ、同試験等を受験すること 

イ 特定技能２号評価試験等に合格した場合、

速やかに「特定技能２号」又は「介護」の在留

資格変更許可申請を行うこと 

ウ 特定技能２号評価試験等に合格できなかっ

た場合、速やかに帰国すること 

を誓約していること 

(3) 在留諸申請の時点で出国している場合は、出

国日から 1 年以内に本邦に入国すること 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

と 

   (1) 当該１号特定技能外国人を引き続き雇用する

意思があること 

(2) 特定技能２号評価試験等の合格に向けた指

導・研修・支援等を行う体制を有すること 

  ・本件取扱いに係る在留期間更新許可申請については

第３節を参照してください。 

    ２．特定技能所属機関が次のいずれにも該当するこ

と 

   (1) 当該申請人を引き続き雇用する意思があるこ

と 

(2) 特定技能２号評価試験等の合格に向けた指

導・研修・支援等を行う体制を有すること 

  ・本件取扱いに係る在留諸申請については第３節を参

照してください。 

７ P.３２ 

 

 

 

 

 

P.３２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２節 「特定

技能２号」 

（３）技能水準

に関するもの 

○２つ目 

 

【確認対象の書

類】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 試験その他の評価方法は、特定産業分野に係る分野

別運用方針及び分野別運用要領で定められています。 

 

 

 

 

【確認対象の書類】 

・分野別運用方針に定める技能試験の合格証明書の写   

し 

＊詳細は本要領別冊（分野別）を参照してください。 

・分野別運用方針に定めるその他の評価方法により技能

水準を満たすことを証明する資料 

＊試験その他の評価方法により技能水準を証明 す

る場合 

＊分野別運用方針において、付加的に実務経験等を

求めている場合（詳細は本要領別冊（分野別）を参

照してください。） 

 

【留意事項】 

○ 分野によっては、技能試験による評価方法に加えて、

○ 試験その他の評価方法は、特定産業分野に係る分野

別運用方針で定められています。 

 

 

 

 

【確認対象の書類】 

・分野別運用方針に定める技能試験の合格証明書の写   

し 

＊詳細は本要領別冊（分野別）を参照してください。 

・分野別運用方針に定めるその他の評価方法により技能

水準を満たすことを証明する資料 

＊試験その他の評価方法により技能水準を証明する

場合 

＊在留諸申請時に実務経験等を求めている場合（詳

細は本要領別冊（分野別）を参照してください。） 

 

 

（削除） 

 



 

 

 

 

 

 

実務経験等の要件を付加的に求めているものもありま

す。 

 

８ P.４０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 在留諸

申請時の取扱い 

（２）納税義務

のほか公的義務

の履行に関する

もの 

【確認対象の書

類】 

○１つ目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【確認対象の書類】 

○ 租税 

・全ての納期が経過している直近１年度分の個人住民税

の納税証明書 

・納税緩和措置（換価の猶予、納税の猶予又は納付受託）

に係る通知書の写し 

＊納税緩和措置（換価の猶予、納税の猶予又は納付

受託）の適用を受けている場合であって、納税緩和措

置の適用を受けていることが納税証明書に記載されて

いない場合 

・課税年度が個人住民税の納税証明書の賦課年度と同一

年度の個人住民税の課税証明書  

・住民税の課税証明書と同一年分の給与所得の源泉徴収

票 

・源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興

特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税を税

目とする納税証明書（その３） 

  ＊確定申告が必要な場合（詳細は【留意事項】を参

照） 

・上記税目のうち、未納がある税目に係る「未納税額の

み」の納税証明書（その１）で、備考欄に換価の猶予、納

税の猶予又は納付受託中である旨の記載があるもの 

＊納税緩和措置（換価の猶予、納税の猶予又は納付

受託）の適用を受けている場合 

 

【確認対象の書類】 

○ 租税 

・全ての納期が経過している直近１年度分の個人住民税

の納税証明書 

・納税緩和措置（換価の猶予、納税の猶予又は納付受託）

に係る通知書の写し（猶予期間内のものに限る。） 

＊納税緩和措置（換価の猶予、納税の猶予又は納付

受託）の適用を受けている場合であって、納税緩和措

置の適用を受けていることが納税証明書に記載されて

いない場合 

・課税年度が個人住民税の納税証明書の賦課年度と同一

年度の個人住民税の課税証明書  

・住民税の課税証明書と同一年分の給与所得の源泉徴収

票 

・源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興

特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税を税

目とする納税証明書（その３） 

  ＊確定申告が必要な場合（詳細は【留意事項】を参

照） 

・上記税目のうち、未納がある税目に係る「未納税額の

み」の納税証明書（その１）で、備考欄に換価の猶予、納

税の猶予又は納付受託中である旨の記載があるもの（猶

予期間内のものに限る。） 

＊納税緩和措置（換価の猶予、納税の猶予又は納付

受託）の適用を受けている場合 



 

P.４１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.４３ 

 

 

 

 

 

 

 

P.４４ 

 

 

 

 

 

 

 

○２つ目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）１号特定

技能外国人の通

算在留期間に関

する特例に関す

るもの（第１節

（６）関係） 

○２つ目 

 

【確認対象の書

類】 

○４つ目 

 

 

 

 

 

○ 国民健康保険 

・マイナポータルからダウンロードした医療保険の資格

情報の写し又は資格確認書の写し （保険者番号及び被保

険者等記号・番号を申請人等によりマスキングしたもの

に限る。） 

・国民健康保険料（税）納付証明書 

・納付（税）緩和措置（換価の猶予、納付の猶予又は納付

受託）に係る通知書の写し 

＊納付（税）緩和措置（換価の猶予、納付の猶予又

は納付受託）の適用を受けていることが国民健康保

険料（税）納付証明書に記載されていない場合 

 

○ 特定技能２号評価試験等に不合格となった１号特定

技能外国人については、相当な理由（第１節（６）留意

事項のとおり）があることが確認でき、かつ、在留期間

の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるとき

に限り、最長１年間の在留期間の許可がされます。 

 

 

 

【確認対象の書類】 

○ 特定技能２号評価試験等に不合格となった１号特定

技能外国人 

・通算在留期間を超える在留に関する申立書（参考様式

第１－３１号） 

・分野別運用方針に定める「特定技能２号」への移行に必

要な全ての試験結果通知書（試験実施機関から発行され

 

○ 国民健康保険 

・マイナポータルからダウンロードした医療保険の資格

情報の写し又は資格確認書の写し （保険者番号及び被保

険者等記号・番号を申請人等によりマスキングしたもの

に限る。） 

・直近１年度分の国民健康保険料（税）納付証明書 

・納付（税）緩和措置（換価の猶予、納付の猶予又は納付

受託）に係る通知書の写し（猶予期間内のものに限る。） 

＊納付（税）緩和措置（換価の猶予、納付の猶予又

は納付受託）の適用を受けていることが国民健康保

険料（税）納付証明書に記載されていない場合 

 

○ 特定技能２号評価試験等に不合格となった１号特定

技能外国人については、相当な理由（第１節（６）留意

事項のとおり）があることが確認でき、かつ、在留を適

当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、最

長１年間の在留期間の許可がされます。 

 

 

 

【確認対象の書類】 

○ 特定技能２号評価試験等に不合格となった１号特定

技能外国人 

・通算在留期間を超える在留に関する申立書（参考様式

第１－３１号） 

・分野別運用方針に定める「特定技能２号」への移行に必

要な全ての試験結果通知書（試験実施機関から発行され



 

 

 

 

 

 

 

 

た合格基準点の８割以上の得点を取得していることが確

認できるもの）の写し 

 

 

 

た合格基準点の８割以上の得点を取得していることが確

認できるもの）の写し 

・ 介護分野においては、厚生労働省社会・援護局長が発

行する「パート合格（合格パートの受験免除）による介護

分野で本邦に在留する１号特定技能外国人の通算在留期

間の延長に係る結果確認通知書」 

９ P.４６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.４６ 

 

 

 

 

P.５１ 

第５章 特定技

能所属機関に関

する基準等 

第１節 特定技

能雇用契約の内

容の基準 

第１ 雇用関係

に関する事項に

関するもの 

（１）従事させ

る業務に関する

もの 

○１つ目 

 

○２つ目 

 

 

 

 

（５）派遣先に

関するもの 

【確認対象の書

○ １号特定技能外国人については、相当程度の知識若

しくは経験を必要とする技能として分野別運用方針及

び分野別運用要領で定める水準を満たす技能を要する

業務に従事させるものでなければなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ ２号特定技能外国人については、熟練した技能とし

て分野別運用方針及び分野別運用要領で定める水準を

満たす技能を要する業務に従事させるものでなければ

なりません 

 

【確認対象の書類】 

○ 雇用形態を「直接雇用」から「派遣雇用」に変更する

場合には、派遣開始のおおむね２か月前にあらかじめ

○ １号特定技能外国人については、相当程度の知識若

しくは経験を必要とする技能として分野別運用方針で

定める水準を満たす技能を要する業務に従事させるも

のでなければなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ ２号特定技能外国人については、熟練した技能とし

て分野別運用方針で定める水準を満たす技能を要する

業務に従事させるものでなければなりません 

 

 

【確認対象の書類】 

○ 雇用形態を「直接雇用」から「派遣雇用」に変更する

場合には、派遣開始のおおむね３か月前にあらかじめ



類】 

○７つ目 

雇用契約を締結した上で届出が必要となります（同届

出については後記第７章第１節第１別表項番Ⅰを参

照）。 

雇用契約を締結した上で届出が必要となります（同届

出については後記第７章第１節第１別表項番Ⅱを参

照）。 

１０ P.５４ 第２ 外国人の

適正な在留に資

するために必要

な事項 

第２節 特定技

能雇用契約の相

手方の基準 

○２つ目 

○ 本節で定める基準に適合していることについては、

一定の基準を満たす場合、定期届出（第７章第６節）に

おいて確認するため、本節で定める確認対象の書類に

ついては、在留諸申請時には提出を省略することが可

能です。省略については６ページの「第３節 特定技能

外国人受入れ手続の流れ」を確認してください。 

○ 本節で定める基準に適合していることについては、

一定の基準を満たす場合、定期届出（第７章第７節）に

おいて確認するため、本節で定める確認対象の書類に

ついては、在留諸申請時には提出を省略することが可

能です。省略については６ページの「第３節 特定技能

外国人受入れ手続の流れ」を確認してください。 

１１ P.５４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 適合特定

技能雇用契約の

適正な履行の確

保に係るもの 

（１）労働、社

会保険及び租税

に関する法令の

規定の遵守に関

するもの 

【確認対象の書

類】 

○１つ目 

 

 

 

 

 

【確認対象の書類】 

○ 労働関係法令の遵守 

＜労働保険の適用事業所の場合＞ 

（初めて特定技能外国人を受入れる場合） 

・労働保険料等納付証明書（未納なし証明） 

（特定技能外国人の受入れを継続している場合） 

・領収証書の写し（直近２年分）又は口座振替結果

通知ハガキの写し（直近２年分） 

＊口座振替結果通知ハガキを紛失した場合に

は都道府県労働局が発行する「労働保険料等口

座振替結果のお知らせ」の写しを提出してくだ

さい。 

・労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書（事

業主控）の写し（上記の領収証書等に対応する分） 

＊労働保険事務組合に事務委託している事業

場は、事務組合が発行した「労働保険料領収書」

の写し（直近２年分）及び「労働保険料等納入

【確認対象の書類】 

○ 労働関係法令の遵守 

＜労働保険の適用事業所の場合＞ 

・労働保険料等納付証明書（未納なし証明） 

・ 納付緩和措置（換価の猶予、納付の猶予等）に係

る通知書の写し（猶予期間内のものに限る。） 

＊労働保険料等納付証明書（未納なし証明）が

提出できない場合 

＜雇用契約の成立の経緯＞ 

・雇用の経緯に係る説明書（参考様式第１－１６号） 

＊あっせんする者の有無にかかわらず提出 

・厚生労働省職業安定局ホームページの「人材サー

ビス総合サイト」の画面を印刷したもの 

＊あっせんする者がある場合のみ提出 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

P.５５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○２つ目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通知書」の写し（前記の領収書等に対応する分） 

＜雇用契約の成立の経緯＞ 

・雇用の経緯に係る説明書（参考様式第１－１６号） 

＊あっせんする者の有無にかかわらず提出 

・厚生労働省職業安定局ホームページの「人材サー

ビス総合サイト」の画面を印刷したもの 

＊あっせんする者がある場合のみ提出 

 

○ 社会保険関係法令の遵守 

＜健康保険・厚生年金保険の適用事業所の場合＞ 

・健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し（在留

諸申請の日の属する月の前々月までの２４か月分全

て）又は社会保険料納入状況照会回答票 

＊健康保険・厚生年金保険の適用事業所には、

強制適用事業所のみならず、任意適用事業所も

含まれます。 

＊健康保険・厚生年金保険料の納付から社会保

険料納入状況照会回答票への納付記録の反映

までに時間を要することから、反映前に提出す

る場合は、社会保険料納入状況照会回答票に加

え、該当する月の健康保険・厚生年金保険料領

収証書の写しも提出してください。 

＊健康保険組合管掌の適用事業所であって、領

収証書の写しの提出が困難である場合は、日本

年金機構が発行する社会保険料納入状況照会

回答票に加え、管轄の健康保険組合が発行する

健康保険組合管掌健康保険料の納付状況を証

明する書類を提出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 社会保険関係法令の遵守 

＜健康保険・厚生年金保険の適用事業所の場合＞ 

・健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し（在留

諸申請の日の属する月の前々月までの２４か月分全

て）又は社会保険料納入状況照会回答票 

＊健康保険・厚生年金保険の適用事業所には、

強制適用事業所のみならず、任意適用事業所も

含まれます。 

＊健康保険・厚生年金保険料の納付から社会保

険料納入状況照会回答票への納付記録の反映

までに時間を要することから、反映前に提出す

る場合は、社会保険料納入状況照会回答票に加

え、該当する月の健康保険・厚生年金保険料領

収証書の写しも提出してください。 

＊健康保険組合管掌の適用事業所であって、領

収証書の写しの提出が困難である場合は、日本

年金機構が発行する社会保険料納入状況照会

回答票に加え、管轄の健康保険組合が発行する

健康保険組合管掌健康保険料の納付状況を証

明する書類を提出してください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・納付猶予の記載がある社会保険料納入状況照会回

答票又は納付の猶予許可通知書の写し又は換価の猶

予許可通知書の写し 

＊猶予制度（分割納付）の許可を受けている場  

合 

＜健康保険・厚生年金保険の適用事業所ではない場合

＞ 

・事業主本人のマイナポータルからダウンロードし

た医療保険の資格情報の写し又は資格確認書 の写

し（保険者番号及び被保険者等記号・番号を申請人

等によりマスキングしたものに限る。） 

・事業主本人の国民健康保険料（税）納付証明書 

・納付（税）緩和措置（換価の猶予、納付の猶予又

は納付受託）に係る通知書の写し 

＊納付（税）緩和措置（換価の猶予、納付の猶

予又は納付受託）の適用を受けることが国民健

康保険料（税）納付証明書に記載されていない

場合 

・事業主本人の被保険者記録照会回答票（基礎年金

番号を申請人等によりマスキングしたものに限る。） 

・事業主本人の国民年金保険料領収証書の写し（在

留諸申請のあった日の属する月の前々月までの２４

か月分全て）又は被保険者記録照会（納付Ⅱ）（基礎

年金番号を申請人等によりマスキングしたものに限

る。） 

＊国民年金保険料領収証書の写し（在留諸申請

のあった日の属する月の前々月までの２４か

月分全て）を提出する場合は、被保険者記録照

・納付猶予の記載がある社会保険料納入状況照会回

答票又は納付の猶予許可通知書の写し又は換価の猶

予許可通知書の写し（猶予期間内のものに限る。） 

＊猶予制度（分割納付）の許可を受けている場  

合 

＜健康保険・厚生年金保険の適用事業所ではない場合

＞ 

・事業主本人のマイナポータルからダウンロードし

た医療保険の資格情報の写し又は資格確認書 の写

し（保険者番号及び被保険者等記号・番号を申請人

等によりマスキングしたものに限る。） 

・直近２年度分の個人事業主の国民健康保険料（税）

納付証明書 

・納付（税）緩和措置（換価の猶予、納付の猶予又

は納付受託）に係る通知書の写し（猶予期間内のも

のに限る。） 

＊納付（税）緩和措置（換価の猶予、納付の猶

予又は納付受託）の適用を受けることが国民健

康保険料（税）納付証明書に記載されていない

場合 

・事業主本人の被保険者記録照会回答票（基礎年金

番号を申請人等によりマスキングしたものに限る。） 

・事業主本人の国民年金保険料領収証書の写し（在

留諸申請のあった日の属する月の前々月までの２４

か月分全て）又は被保険者記録照会（納付Ⅱ）（基礎

年金番号を申請人等によりマスキングしたものに限

る。） 

＊国民年金保険料領収証書の写し（在留諸申請



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.５６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○３つ目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会回答票の提出は不要です。 

＊国民年金保険料の納付から被保険者記録照

会（納付Ⅱ）への納付記録の反映までに時間を

要することから、反映前に提出する場合は、被

保険者記録照会（納付Ⅱ）に加え、該当する月

の国民年金保険料領収証書の写しも提出して

ください。 

 

 

 

○ 租税関係法令の遵守 

＜法人の場合＞ 

（国税） 

・税目を源泉所得税及び復興特別所得税、法人税、

消費税及び地方消費税とする納税証明書（その３） 

・上記税目のうち、未納がある税目に係る「未納税

額のみ」の納税証明書（その１）で、備考欄に換価

の猶予、納税の猶予又は納付受託中である旨の記載

があるもの 

＊納税緩和措置（換価の猶予、納税の猶予又は

納付受託）を受けている場合 

（地方税） 

・税目を法人住民税とする納税証明書（初めて受け

入れる場合は直近１年分、受入れを継続している場

合には直近２年分） 

・納税緩和措置（換価の猶予、納税の猶予又は納付

受託）に係る通知書の写し 

＊納税緩和措置（換価の猶予、納税の猶予又は

のあった日の属する月の前々月までの２４か

月分全て）を提出する場合は、被保険者記録照

会回答票の提出は不要です。 

＊国民年金保険料の納付から被保険者記録照

会（納付Ⅱ）への納付記録の反映までに時間を

要することから、反映前に提出する場合は、被

保険者記録照会（納付Ⅱ）に加え、該当する月

の国民年金保険料領収証書の写しも提出して

ください。 

 

○ 租税関係法令の遵守 

＜法人の場合＞ 

（国税） 

・税目を源泉所得税及び復興特別所得税、法人税、

消費税及び地方消費税とする納税証明書（その３） 

・上記税目のうち、未納がある税目に係る「未納税

額のみ」の納税証明書（その１）で、備考欄に換価

の猶予、納税の猶予又は納付受託中である旨の記載

があるもの（猶予期間内のものに限る。） 

＊納税緩和措置（換価の猶予、納税の猶予又は

納付受託）を受けている場合 

（地方税） 

・税目を法人住民税とする直近２年度分の納税証明

書 

・納税緩和措置（換価の猶予、納税の猶予又は納付

受託）に係る通知書の写し（猶予期間内のものに限

る。） 

＊納税緩和措置（換価の猶予、納税の猶予又は



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

納付受託）の適用を受けていることが納税証明

書に記載されていない場合 

＜個人事業主の場合＞ 

（国税） 

・税目を源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得

税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相

続税、贈与税とする納税証明書（その３） 

・上記税目のうち、未納がある税目に係る「未納税

額のみ」の納税証明書（その１）で、備考欄に換価

の猶予、納税の猶予又は納付受託中である旨の記載

があるもの 

＊納税緩和措置（換価の猶予、納税の猶予又は

納付受託）を受けている場合 

（地方税） 

・税目を個人住民税とする納税証明書（初めて受け

入れる場合は直近１年分、受入れを継続している場

合には直近２年分） 

・納税緩和措置（換価の猶予、納税の猶予又は納付

受託）に係る通知書の写し 

＊納税緩和措置（換価の猶予、納税の猶予又は

納付受託）の適用を受けていることが納税証明

書に記載されていない場合 

（注）地方出入国在留管理局は、特定技能所属機関に対し

て受入れが適正に行われていることを確認するため

に実地調査等を行うことがあり、必要に応じ、領収書

の写しや証明書の提出が求められることがありま

す。 

 

納付受託）の適用を受けていることが納税証明

書に記載されていない場合 

＜個人事業主の場合＞ 

（国税） 

・税目を源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得

税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相

続税、贈与税とする納税証明書（その３） 

・上記税目のうち、未納がある税目に係る「未納税

額のみ」の納税証明書（その１）で、備考欄に換価

の猶予、納税の猶予又は納付受託中である旨の記載

があるもの（猶予期間内のものに限る。） 

＊納税緩和措置（換価の猶予、納税の猶予又は

納付受託）を受けている場合 

（地方税） 

・税目を個人住民税とする直近２年度分の納税証明

書 

・納税緩和措置（換価の猶予、納税の猶予又は納付

受託）に係る通知書の写し（猶予期間内のものに限

る。） 

＊納税緩和措置（換価の猶予、納税の猶予又は

納付受託）の適用を受けていることが納税証明

書に記載されていない場合 

（注）地方出入国在留管理局は、特定技能所属機関に対し

て受入れが適正に行われていることを確認するため

に実地調査等を行うことがあり、必要に応じ、領収書

の写しや証明書の提出が求められることがありま

す。 

 



P.５６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.５７ 

 

 

【留意事項】 

○１つ目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○２つ目 

 

 

【留意事項】 

○ 労働関係法令を遵守しているとは、具体的には次の

場合をいいます。 

・労働基準法等の基準にのっとって特定技能雇用契約

が締結されていること 

・雇用保険及び労災保険の適用事業所である場合は、

当該保険の適用手続及び保険料の納付を適切に行って

いること。労働保険料等納付証明書（未納なし証明）

は、都道府県労働局へ申請してください。なお、労働

保険の保険料の未納があった場合であっても、地方出

入国在留管理局の助言・指導に基づき納付手続を行っ

た場合には、労働関係法令を遵守しているものと評価

されますので、必要な手続を行ってください。 

・特定技能外国人との雇用契約に当たり、その成立の

あっせんを行う者が存在する場合にあっては、職業安

定法第３０条、第３３条及び第３３条の３の規定に基

づく無料職業紹介の届出若しくは許可又は有料職業紹

介事業の許可を得ている者から求人のあっせんを受け

ていること（特定技能外国人が船員職業安定法上の船

員に該当する場合は、職業紹介事業者が同法第３４条

の規定に基づく無料の船員職業紹介事業の許可を得て

いること）。 

 

 

 

○ 社会保険関係法令を遵守しているとは、具体的には

次の場合をいいます。 

なお、社会保険料の未納があった場合であっても、

【留意事項】 

○ 労働関係法令を遵守しているとは、具体的には次の

場合をいいます。 

・労働基準法等の基準にのっとって特定技能雇用契約

が締結されていること。 

・雇用保険及び労災保険の適用事業所である場合は、

当該保険の適用手続及び保険料の納付を適切に行って

いること。労働保険料等納付証明書（未納なし証明）

は、都道府県労働局へ申請してください。なお、労働

保険の保険料の未納があった場合であっても、地方出

入国在留管理局の助言・指導に基づき納付手続を行っ

た場合には、労働関係法令を遵守しているものと評価

されますので、必要な手続を行ってください（納付緩

和措置（換価の猶予、納付の猶予等）を受けている場

合を含む。）。 

・特定技能外国人との雇用契約に当たり、その成立の

あっせんを行う者が存在する場合にあっては、職業安

定法第３０条、第３３条及び第３３条の３の規定に基

づく無料職業紹介の届出若しくは許可又は有料職業紹

介事業の許可を得ている者から求人のあっせんを受け

ていること（特定技能外国人が船員職業安定法上の船

員に該当する場合は、職業紹介事業者が同法第３４条

の規定に基づく無料の船員職業紹介事業の許可を得て

いること。）。 

 

○ 社会保険関係法令を遵守しているとは、具体的には

次の場合をいいます。 

なお、社会保険料の未納があった場合であっても、



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.５８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○５つ目 

 

 

 

 

 

 

地方出入国在留管理局の助言・指導に基づき保険料を

納付した場合には、社会保険関係法令を遵守している

ものと評価されますので、未納となっている保険料を

納付してください。 

＜健康保険及び厚生年金保険の適用事業所の場合＞ 

・特定技能所属機関が、健康保険及び厚生年金保険の加

入手続、雇用する従業員の被保険者資格取得手続を行

っており、所定の保険料を適切に納付（猶予制度（分割

納付）の許可を得ている場合を含む。）していること。 

＊猶予制度（分割納付）の許可を得ている場合とは、

納付の猶予許可又は換価の猶予許可を受けている場合

をいいます。 

＜健康保険及び厚生年金保険の適用事業所ではない場合

＞ 

・特定技能所属機関（事業主本人）が、国民健康保険及

び国民年金に加入し、所定の保険料を適切に納付（国

民健康保険料（税）の納付（税）緩和措置（換価の猶

予、納付の猶予又は納付受託）又は国民年金保険料の

免除制度の適用を受けている場合を含む。）しているこ

と。 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

地方出入国在留管理局の助言・指導に基づき保険料を

納付した場合には、社会保険関係法令を遵守している

ものと評価されますので、未納となっている保険料を

納付してください。 

＜健康保険及び厚生年金保険の適用事業所の場合＞ 

・特定技能所属機関が、健康保険及び厚生年金保険の加

入手続、雇用する従業員の被保険者資格取得手続を行

っており、所定の保険料を適切に納付（猶予制度（分割

納付）の許可を得ている場合を含む。）していること。 

＜健康保険及び厚生年金保険の適用事業所ではない場合

＞ 

・特定技能所属機関（事業主本人）が、国民健康保険及び

国民年金に加入し、所定の保険料を適切に納付（国民健康

保険料（税）の納付（税）緩和措置（換価の猶予、納付の

猶予又は納付受託）又は国民年金保険料の免除制度の適

用を受けている場合を含む。）していること。 

 

 

 

 

 

○  特定技能所属機関が、法人税法第２条１２の７の７

の通算完全支配関係、いわゆるグループ通算制度に加

入している場合、法人税法第１５２条第１項で、「通算

法人は、他の通算法人の各事業年度の所得に対する法

人税（当該通算法人と当該他の通算法人との間に通算

完全支配関係がある期間内に納税義務が成立したもの

に限る。）について、連帯納付の責めに任ずる。」と定め



 

 

 

 

 

 

P.６４ 

 

 

 

 

 

 

 

P.７４ 

 

 

 

 

 

 

P.７４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）実習認定

の取消しを受け

たことによる欠

格事由 

【確認対象の書

類】 

○１つ目 

 

（１２）派遣形

態による受入れ

に関するもの 

○１つ目 

 

 

 

○２つ目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○  実習実施者として技能実習生を受け入れていた際

に実習認定の取消しを受けた場合、当該取消日から５

年を経過しない者（取り消された者の法人の役員であ

った者を含む。）は、特定技能所属機関になることはで

きません。 

 

 

 

○  特定技能外国人を派遣労働者として受入れをする

場合には、派遣元は当該外国人が従事することとなる

特定産業分野に関する業務を行っていることなどが求

められるほか、出入国在留管理庁長官と当該特定産業

分野を所管する関係行政機関の長との協議により適当

であると認められた場合に限られます。 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

られていることから、他の通算法人に未納があること

で、当該特定技能所属機関の国税に係る税目を源泉所

得税及び復興特別所得税、法人税、消費税及び地方消費

税とする納税証明書（その３）が提出できない場合、租

税関係法令を遵守しているものとは評価しません。 

 

○  実習認定の取消しを受け、当該取消しの日から５年

を経過しない者や、実習認定を取り消された時点で、当

該取消しを受けた法人の役員であった者のうち、当該

取消しの日から起算して５年を経過していない者は、

特定技能所属機関になることはできません。 

 

 

 

○  特定技能外国人を派遣労働者として受け入れる場

合には、派遣元は当該外国人が従事することとなる特

定産業分野に関する業務を行っていることなどが求め

られるほか、出入国在留管理庁長官と当該特定産業分

野を所管する関係行政機関の長との協議により適当で

あると認定された場合に限られます。 

 

○  当該認定期間は認定日から３年間有効ですが、当該

認定期間を経過した場合は、特定技能外国人を派遣労

働者として受け入れることができなくなるため留意し

てください。在留期限までに当該認定期間が満了する

場合は、事前に申請の提出先である地方出入国在留管

理局にご申告・ご相談ください。 

 



P.７６ 

 

 

 

 

 

 

P.７６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.７８ 

 

 

 

 

 

P.７８ 

【留意事項】 

○４つ目 

 

 

 

 

 

（１３）労災保

険法に係る措置

等に関するもの 

【確認対象の書

類】 

 

 

 

 

 

（１５）報酬の

口座振込み等に

関するもの 

○２つ目 

 

 

【留意事項】 

○２つ目 

【留意事項】 

○ 雇用形態を「直接雇用」から「派遣雇用」に変更する

場合には、派遣開始のおおむね２か月前にあらかじめ

雇用契約を締結した上で届出が必要となります（同届

出については後記第７章第１節第１別表項番Ⅰを参

照）。 

 

【確認対象の書類】 

・雇用条件書の写し（参考様式第１－６号）※10 か国語

の翻訳様式を HP 掲載 

＜労働保険の適用事業所の場合＞ 

（初めて受入れる場合）  

・本節第１（１）の【確認対象の書類】欄の＜労働保険の

適用事業所の場合＞を参照してください。 

＜労働保険の適用事業所ではない場合＞ 

・民間保険の加入を証明する資料 

 

○ 預貯金口座への振込み以外の支払方法を採った場合

には、じ後に出入国在留管理庁長官に対しその支払の

事実を裏付ける客観的な資料を提出し、出入国在留管

理庁長官の確認を受けることが求められます。 

 

 

【留意事項】 

○ 預貯金口座への振込み以外の支払方法を採った場合

の出入国在留管理庁長官の確認については、特定技能

所属機関が１年に１度提出する受入れ・活動・支援実施

状況に関する届出（第７章第６節）の際に、次の書類を

【留意事項】 

○ 雇用形態を「直接雇用」から「派遣雇用」に変更する

場合には、派遣開始のおおむね３か月前にあらかじめ

雇用契約を締結した上で届出が必要となります（同届

出については後記第７章第１節第１別表項番Ⅱを参

照）。 

 

【確認対象の書類】 

・雇用条件書の写し（参考様式第１－６号）※10 か国語

の翻訳様式を HP 掲載 

＜労働保険の適用事業所の場合＞ 

・本節第１（１）の【確認対象の書類】欄の＜労働保険の

適用事業所の場合＞を参照してください。 

＜労働保険の適用事業所ではない場合＞ 

・民間保険の加入を証明する資料 

 

 

○ 預貯金口座への振込み以外の支払方法を採った場合

には、定期届出の際に出入国在留管理庁長官に対しそ

の支払の事実を裏付ける客観的な資料を提出し、出入

国在留管理庁長官の確認を受けることが求められま

す。 

 

【留意事項】 

○ 預貯金口座への振込み以外の支払方法を採った場合

の出入国在留管理庁長官の確認については、特定技能

所属機関が１年に１度提出する受入れ・活動・支援実施

状況に関する届出（第７章第７節）の際に、次の書類を



提出することにより行われます。 

・報酬支払証明書（参考様式第５－７号） 

提出することにより行われます。 

・報酬支払証明書（参考様式第５－７号） 

１２ P.８９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 適合１号

特定技能外国人

支援計画の適正

な実施の確保に

係るもの 

（６）定期的な

面談の実施に関

するもの 

【留意事項】 

○４つ目 

（新設） 【留意事項】 

○  定期面談報告書（参考様式第５－５号、第５－６号）

に面談結果を記載の上、１号特定技能外国人支援の状

況に係る文書として保存してください。 

１３ P.９９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７章 特定技

能所属機関に関

する届出 

○１つ目 

 

○２つ目 

 

 

 

 

 

 

○ 特定技能所属機関は、特定技能雇用契約や１号特定

技能外国人支援計画等に関する各種届出が義務付けら

れており、届出の不履行や虚偽の届出については罰則

の対象とされていますので留意してください。 

 

○ 各種届出の受理後、地方出入国在留管理局において

届出内容から基準不適合が確認された場合には、是正

するよう指導・助言することとなりますので、指導・助

言を受けた特定技能所属機関は、当該指導・助言に従っ

て是正を行ってください。なお、当該指導・助言に従わ

ない場合は、改善命令の対象となることに留意願いま

す。 

○ 特定技能所属機関は、特定技能雇用契約や１号特定

技能外国人支援計画等に関する各種届出が義務付けら

れており、届出の不履行や虚偽の届出については罰則

や過料の対象とされていますので留意してください。 

 

○ 各種届出の受理後、地方出入国在留管理局において

届出内容から基準不適合が確認された場合には、是正

するよう指導・助言することとなりますので、指導・助

言を受けた特定技能所属機関は、当該指導・助言に従っ

て是正を行ってください。なお、当該指導・助言に従わ

ない場合は、改善命令の対象となることに留意してく

ださい。 

１４ P.１０１ 

 

 

 

第１節 特定技

能雇用契約に関

する届出 

第１ 契約変更

①就業場所（事業所）を変更する場合には届出が必要（連

絡先のみの変更を除く。） 

 具体例として、 

・従前勤務していた事業所から他の事業所へ転勤した場

①就業場所（事業所）を変更する場合には届出が必要（連

絡先のみの変更を除く。） 

 具体例として、 

・従前勤務していた事業所から他の事業所へ転勤した場



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.１０２ 

 

 

 

 

 

 

P.１０２ 

 

の届出 

別表（特定技能

雇用契約の変更

関係） 

Ⅱ 就業の場所 

特記事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 従事すべき

業務の内容 

添付書類 

 

 

 

 

特記事項 

 

合 

・当初の雇用条件書に記載していない他の事業所におい

て掛け持ちで勤務することになった場合 

などがあげられる 

②運用要領別冊（分野別）において就業場所（事業所）に

ついて確認対象の書類が定められている場合の届出に当

たっては当該書類の提出が必要（対象分野は、介護、工業

製品製造業、ビルクリーニング、宿泊、外食業）。 

③労働者派遣の場合であって、在留諸申請の際に提出し

た派遣計画書に記載していない派遣先若しくは就労（作

業）場所で就労することとなる場合又は新たな派遣先若

しくは就労（作業）場所を追加する場合には届出が必要 

④雇用形態を「派遣雇用」から「直接雇用」に変更した場

合には届出が必要 

⑤雇用形態を「直接雇用」から「派遣雇用」に変更した場

合には届出が必要（なお、「直接雇用」から「派遣雇用」

に変更する場合には、派遣開始の概ね２か月前にあらか

じめ雇用契約を締結し、届出が必要） 

 

＜共通＞ 

・雇用条件書の写し（参考様式第１－６号） 

＜右記①の場合＞ 

・特定技能外国人が従事しようとする業務に必要な技能

水準を有することを証明する資料 

 

 

①同一分野内で従事する業務区分を変更する場合には届

出が必要（従事する業務が属する特定産業分野を変更す

合 

・当初の雇用条件書に記載していない他の事業所におい

て掛け持ちで勤務することになった場合 

などがあげられる 

②運用要領別冊（分野別）において就業場所（事業所）に

ついて確認対象の書類が定められている場合の届出に当

たっては当該書類の提出が必要（対象分野は、介護、工業

製品製造業、ビルクリーニング、宿泊、外食業）。 

③労働者派遣の場合であって、在留諸申請の際に提出し

た派遣計画書に記載していない派遣先若しくは就労（作

業）場所で就労することとなる場合又は新たな派遣先若

しくは就労（作業）場所を追加する場合には届出が必要 

④雇用形態を「派遣雇用」から「直接雇用」に変更した場

合には届出が必要 

⑤雇用形態を「直接雇用」から「派遣雇用」に変更した場

合には届出が必要（なお、「直接雇用」から「派遣雇用」

に変更する場合には、派遣開始の概ね３か月前にあらか

じめ雇用契約を締結し、届出が必要） 

 

＜共通＞ 

・雇用条件書の写し（参考様式第１－６号） 

＜右記①の場合＞ 

・特定技能外国人が従事しようとする業務に必要な技能

水準を有することを証明する資料（運用要領別冊（分野

別）を参照） 

 

①同一分野内で従事する業務区分を変更する場合には届

出が必要（従事する業務が属する特定産業分野を変更す



 

 

 

 

P.１０４ 

 

 

 

 

Ⅸ その他（社

会保険の加入状

況・労働保険の

適用状況、健康

診断、帰国担保

措置） 

添付書類 

る場合は在留資格変更許可申請が必要） 

②分野別運用方針要領に定める「特定技能外国人が従事

する業務」に従事しないこととなった場合に届出が必要 

 

＜共通＞ 

・雇用条件書の写し（参考様式第１－６号） 

＜右記③の場合＞ 

・特定技能所属機関の労働保険関係成立届の写し、労働

保険の概算保険料申告書の写し又は労働保険料等納付証

明書（未納なし証明）など 

る場合は在留資格変更許可申請が必要） 

②分野別運用方針に定める「特定技能外国人が従事する

業務」に従事しないこととなった場合に届出が必要 

 

＜共通＞ 

・雇用条件書の写し（参考様式第１－６号） 

＜右記③の場合＞ 

・特定技能所属機関の労働保険関係成立届の写し、労働

保険の概算保険料申告書の写し又は労働保険料等納付証

明書（未納なし証明）など保険加入又は保険喪失をしたこ

とを証明する資料 

１５ P.１１５ 

 

 

第４節 特定技

能外国人の受入

れ困難時の届出 

○２つ目 

○ 受入れ困難の事由発生日とは、主に 

・経営上の都合により解雇の予告をしたとき・特

定技能所属機関が基準不適合となり、特定技能外

国人の受入れの継続が困難となったとき 

・法人の解散の意思決定がなされたとき 

・重責解雇（労働者の責めに帰すべき事由による

もの）となるような事由が判明したとき 

・「特定技能」以外の在留資格へ変更申請をしたと

き（自己都合退職した場合を除く。）・特定技能外

国人が行方不明となったとき 

・個人事業主・特定技能外国人が死亡したとき 

・特定技能外国人が許可を受けた日から１か月経

過しても就労を開始していない場合 

・特定技能外国人が雇用後に１か月以上活動がで

きない事情（産前産後休業、育児休業、病気・怪

我（労災を含む。）による休業等）が生じた場合 

などがあります。 

○ 受入れ困難の事由発生日とは、主に 

・経営上の都合により解雇の予告をしたとき・特

定技能所属機関が基準不適合となり、特定技能外

国人の受入れの継続が困難となったとき 

・法人の解散の意思決定がなされたとき 

・重責解雇（労働者の責めに帰すべき事由による

もの）となるような事由が判明したとき 

・「特定技能」以外の在留資格へ変更申請をしたと

き（自己都合退職した場合を除く。）・特定技能外

国人が行方不明となったとき 

・個人事業主・特定技能外国人が死亡したとき 

・特定技能外国人が許可を受けた日から１か月経

過しても就労を開始していない場合 

・特定技能外国人が雇用後に１か月以上活動がで

きない事情（産前産後休業、育児休業、病気・怪

我（労災を含む。）による休業等）が生じた場合 

・再入国許可（みなし再入国許可を含む。）を受け



   ※ 特定技能外国人が許可を受けてから１か月経

過しても就労を開始できない場合も受入れ困難

の事由に含まれます。受入れ予定の外国人の在

留審査の結果等の情報については、確実に把握

するよう努めてください。 

ずに出国すること又は再入国許可（みなし再入国

許可を含む。）を受け出国したが同許可期限内に再

入国しないことが判明した場合 

などがあります。 

   ※ 特定技能外国人が許可を受けてから１か月経

過しても就労を開始できない場合も受入れ困難

の事由に含まれます。受入れ予定の外国人の在

留審査の結果等の情報については、確実に把握

するよう努めてください。 

１６ P.１１９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６節 特定技能外国人の受入れ・活動・支援実施状況に

係る届出 

 

【関係規定】 

法第１９条の１８ 

２ 特定技能所属機関は、前項の規定により届出をする

場合を除くほか、法務省令で定めるところにより、出入

国在留管理庁長官に対し、次に掲げる事項を届け出な

ければならない。 

一 受け入れている特定技能外国人（特定技能の在留

資格をもって本邦に在留する外国人をいう。以下こ

の款及び第８章において同じ。）の氏名及びその活動

の内容その他の法務省令で定める事項 

二 第２条の５第６項の規定により適合１号特定技能

外国人支援計画を作成した場合には、その実施の状

況（契約により第１９条の２７第１項に規定する登

録支援機関に適合１号特定技能外国人支援計画の全

部の実施を委託したときを除く。） 

三 前２号に掲げるもののほか、特定技能外国人の在

（削除） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

留管理に必要なものとして法務省令で定める事項 

 

施行規則第１９条の１８ 

法第１９条の１８第２項第１号に規定する法務省令で

定める事項は、次に掲げる事項とする。 

一 届出の対象となる期間内に受け入れていた特定技

能外国人の総数 

二 届出に係る特定技能外国人の氏名、生年月日、性

別、国籍・地域及び在留カードの番号 

三 届出に係る特定技能外国人が法別表第１の２の表

の特定技能の項の下欄に掲げる活動を行つた期間、

活動の場所及びこれに対する報酬 

２ 法第１９条の１８第２項第３号に規定する法務省令

で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

一 次項に規定する届出の対象となる期間（以下この

号において「対象期間」という。）内に受け入れてい

た特定技能外国人１人当たりの当該対象期間におけ

る平均した１月当たりの労働日数、対象期間内に受

け入れていた特定技能外国人１人当たりの当該対象

期間における平均した１月当たりの報酬その他の特

定技能外国人の受入れの状況 

二 特定技能所属機関の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあつては、その代表者の氏名並びに労働、社

会保険及び租税に関する法令の規定を遵守している

ことその他の特定技能基準省令第２条第１項各号及

び第２項各号に掲げる基準に適合しているかどうか

を判断するために必要な事項 

３ 法第１９条の１８第２項の規定による届出は、当該



 

 

 

 

 

 

 

 

届出をしようとする特定技能所属機関が、毎年５月３

１日までに、その年の前年の４月１日からその年の３

月３１日までの期間内における同項各号に規定する事

項を記載した書面を、地方出入国在留管理局に提出し

て行わなければならない。この場合において、当該特定

技能所属機関は、前項第２号に掲げる事項を明らかに

する資料を当該書面と併せて提出しなければならな

い。 

 

○ 特定技能所属機関は、１年に１度、特定技能外国人の

在留管理に必要なものとして法務省令で定める事項に

ついて、出入国在留管理庁電子届出システムを利用し

て届出を行うか、当該機関の住所（雇用する特定技能外

国人の指定書に記載の住所）を管轄する地方出入国在

留管理局に書類を提出して届出を行わなければなりま

せん。 

 

○ 以下の適格性書類については、「特定技能外国人の受

入れ・活動・支援実施状況に係る届出」の添付書類とし

て提出しなければなりません。 

 

（適格性書類） 

・特定技能所属機関概要書（参考様式第１－１１－１

号） 

・登記事項証明書 

・業務執行に関与する役員の住民票の写し 

・特定技能所属機関の役員に関する誓約書（参考様式

第１－２３号） 



・（特定技能所属機関の）労働保険料の納付に係る資   

料 

・（特定技能所属機関の）社会保険料の納付に係る資  

料 

・（特定技能所属機関の）国税の納付に係る資料 

・（特定技能所属機関の）法人住民税の納付に係る資 

料 

 

○ これらの適格性書類については、一定の基準を満た

す場合、提出を省略することが可能です。一定の基準と

は、①過去３年間に指導勧告書の交付又は改善命令処

分を受けておらず、②在留諸申請をオンライン申請、各

種届出を電子届出で行い、かつ③一定の実績があり、適

正な受入れを行うことが見込まれる機関（下記①から

⑥までのいずれかに該当する機関）であることです。詳

細は、出入国在留管理庁ホームページを御参照くださ

い。 

 

① 日本の証券取引所に上場している企業 

② 保険業を営む相互会社 

③ 高度専門職省令第１条第１項各号の表の特別加算

の項の中欄イ又はロの対象 企業（イノベーション

創出企業） 

④ 一定の条件を満たす企業等 

⑤ 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計

表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額

が１，０００万円以上ある団体・個人 

⑥ 特定技能所属機関として３年間の継続した受入れ



実績を有し、過去３年間に債務超過となっていない

法人 

 

なお、在留諸申請をオンライン申請、各種届出を電子届

出で行うためには、事前の利用者登録が必要です。 

また、適格性書類の提出を省略する場合であっても、必

要に応じて地方出入国在留管理局から提出を求められた

場合は提出する必要があることに留意願います。 

 

○ 特定技能所属機関は、対象年の４月１日から翌年３

月３１日までの受入れ・活動・支援実施状況に係る届出

を翌年４月１日から５月３１日までに提出する必要が

あります。 

 

○ 一時帰国等により届出対象期間中に全く就業してい

ない場合であっても、特定技能所属機関に所属してい

る場合は届出の対象になります。 

現時点で既に退職している場合であっても、届出対

象期間中に一日でも所属していた場合は、同様に届出

の対象になります。 

 

○ 届出事項は次のとおりとなっています。 

 

① 受け入れている特定技能外国人数 

② 実労働日数 

③ 所定内実労働時間数 

④ 超過実労働時間数 

⑤ きまって支給する現金給与額（超過労働給与額を



含む。） 

・うち超過労働給与額（時間外手当、深夜手当、休

日手当、宿日直手当等） 

・うち通勤手当 

・うち精皆勤手当 

・うち家族手当 

⑥ 対象期間中の賞与、期末手当等特別給与額 

⑦ 控除額 

・食費 

・居住費（水道、光熱費含む。） 

・税・社会保険料 

・その他 

⑧ 昇給率 

⑨ 支援の実施状況 

⑩ 備考 

 

○ 当該届出については、届出をせず、又は虚偽の届出を

した者については、罰則の対象となりますので、添付す

る資料を含め、十分確認をした上で届出書を提出して

ください。 

 

【確認対象の書類】 

・受入れ・活動・支援実施状況に係る届出書（参考様式第

３－６号） 

・特定技能外国人の受入れ・活動・支援実施状況（参考様

式第３－６号別紙１） 

・適格性書類 

＊一定の基準を満たす場合は、適格性書類の提出は



不要です。 

【留意事項】 

○ １号特定技能外国人支援計画の実施を登録支援機関

に全部委託している場合は、特定技能所属機関が委託

先の登録支援機関から支援の実施状況を取りまとめて

提出する必要があります。その場合は、当該届出の支援

の実施状況の部分について、登録支援機関と情報共有

した上で、登録支援機関と連名で地方出入国在留管理

局に提出してください。 

○ 複数の登録支援機関に支援計画の実施の全部委託を

している場合には、別紙の署名欄（参考様式第３―６号

（別紙２））を作成して提出してください。 

○ 備考欄については、必要な添付書類を提出できない

理由など地方出入国在留管理局に対する伝達事項を記

載し、必要に応じて別紙（任意様式）を添付してくださ

い。 

○ 参考様式第３－６号（別紙１）の特定技能外国人の一

覧については、特定技能外国人を受け入れている事業

所ごとに作成してください。 

○ 参考様式第３－６号（別紙 1）において、預貯金口座

への振り込み以外の方法で報酬を支払っている場合に

ついては、報酬支払証明書（参考様式第５－７号）を提

出する必要があります。 

１７ P.１１９ 

 

 

 

 

第６節 １号特

定技能外国人支

援計画の実施困

難に係る届出 

 

第７節 １号特定技能外国人支援計画の実施困難に係る

届出 

 

 

 

第６節 １号特定技能外国人支援計画の実施困難に係る

届出 

 

 

 



P.１２１ 【留意事項】 

○２つ目 

○ 実施予定となっていた支援を実施しなかった場合

は、支援未実施に係る理由書（参考様式第５―１３号）を

作成し、提出してください。 

○ 実施予定となっていた支援の実施が困難となった場

合は、支援実施困難に係る理由書（参考様式第５―１３

号）を作成し、提出してください。 

１８ P.１２１ 第７節 特定技

能外国人の受入

れ・活動・支援実

施状況に係る届

出 

（新設） 第７節 特定技能外国人の受入れ・活動・支援実施状況に

係る届出 

 

【関係規定】 

法第１９条の１８ 

２ 特定技能所属機関は、前項の規定により届出をする

場合を除くほか、法務省令で定めるところにより、出入

国在留管理庁長官に対し、次に掲げる事項を届け出な

ければならない。 

一 受け入れている特定技能外国人（特定技能の在留

資格をもって本邦に在留する外国人をいう。以下こ

の款及び第８章において同じ。）の氏名及びその活動

の内容その他の法務省令で定める事項 

二 第２条の５第６項の規定により適合１号特定技能

外国人支援計画を作成した場合には、その実施の状

況（契約により第１９条の２７第１項に規定する登

録支援機関に適合１号特定技能外国人支援計画の全

部の実施を委託したときを除く。） 

三 前２号に掲げるもののほか、特定技能外国人の在

留管理に必要なものとして法務省令で定める事項 

 

施行規則第１９条の１８ 

法第１９条の１８第２項第１号に規定する法務省令で

定める事項は、次に掲げる事項とする。 

一 届出の対象となる期間内に受け入れていた特定技



能外国人の総数 

二 届出に係る特定技能外国人の氏名、生年月日、性

別、国籍・地域及び在留カードの番号 

三 届出に係る特定技能外国人が法別表第１の２の表

の特定技能の項の下欄に掲げる活動を行つた期間、

活動の場所及びこれに対する報酬 

２ 法第１９条の１８第２項第３号に規定する法務省令

で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

一 次項に規定する届出の対象となる期間（以下この

号において「対象期間」という。）内に受け入れてい

た特定技能外国人１人当たりの当該対象期間におけ

る平均した１月当たりの労働日数、対象期間内に受

け入れていた特定技能外国人１人当たりの当該対象

期間における平均した１月当たりの報酬その他の特

定技能外国人の受入れの状況 

二 特定技能所属機関の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあつては、その代表者の氏名並びに労働、社

会保険及び租税に関する法令の規定を遵守している

ことその他の特定技能基準省令第２条第１項各号及

び第２項各号に掲げる基準に適合しているかどうか

を判断するために必要な事項 

３ 法第１９条の１８第２項の規定による届出は、当該

届出をしようとする特定技能所属機関が、毎年５月３

１日までに、その年の前年の４月１日からその年の３

月３１日までの期間内における同項各号に規定する事

項を記載した書面を、地方出入国在留管理局に提出し

て行わなければならない。この場合において、当該特定

技能所属機関は、前項第２号に掲げる事項を明らかに



する資料を当該書面と併せて提出しなければならな

い。 

 

○ 特定技能所属機関は、対象年の４月１日から翌年３

月３１日までの受入れ・活動・支援実施状況に係る特定

技能外国人の在留管理に必要なものとして法務省令で

定める事項について、翌年４月１日から５月３１日ま

でに、出入国在留管理庁電子届出システムを利用して

届出を行うか、当該機関の住所（雇用する特定技能外国

人の指定書に記載の住所）を管轄する地方出入国在留

管理局に書類を提出して届出を行わなければなりませ

ん。 

 

○ 一時帰国等により届出対象期間中に全く就業してい

ない場合であっても、特定技能所属機関に所属してい

る場合は届出の対象になります。現時点で既に退職し

ている場合であっても、届出対象期間中に一日でも所

属していた場合は、同様に届出の対象になります。 

 

○ 当該届出については、届出をせず、又は虚偽の届出を

した者については、罰則や過料の対象となりますので、

添付する資料を含め、十分確認をした上で届出書を提

出してください。 

 

○ 主な届出事項は次のとおりです。 

① 受け入れている特定技能外国人数 

② 実労働日数 

③ 所定内実労働時間数 



④ 超過実労働時間数 

⑤ きまって支給する現金給与額（超過労働給与額を

含む。） 

・うち超過労働給与額（時間外手当、深夜手当、休

日手当、宿日直手当等） 

・うち通勤手当 

・うち精皆勤手当 

・うち家族手当 

⑥ 対象期間中の賞与、期末手当等特別給与額 

⑦ 控除額 

・食費 

・居住費（水道、光熱費含む。） 

・税・社会保険料 

・その他 

⑧ 昇給率 

⑨ 支援の実施状況 

⑩ 備考 

 

○ 以下の適格性書類については、「特定技能外国人の受

入れ・活動・支援実施状況に係る届出」の添付書類とし

て提出しなければなりません。 

 

（適格性書類） 

・特定技能所属機関概要書（参考様式第１－１１－１

号） 

・中長期在留者の受入れ実績等に関する資料 ※自社

支援の場合のみ 

・登記事項証明書 ※法人のみ 



・業務執行に関与する役員又は個人事業主の住民票の

写し 

・特定技能所属機関の役員に関する誓約書（参考様式

第１－２３号） ※法人のみ 

・（特定技能所属機関の）労働保険料の納付に係る資   

料 

・（特定技能所属機関の）社会保険料の納付に係る資  

料 

・（特定技能所属機関の）国税の納付に係る資料 

・（特定技能所属機関の）法人住民税又は個人住民税の

納付に係る資料 

 

○ これらの適格性書類については、一定の基準を満た

す場合、提出を省略することが可能です。一定の基準と

は、①過去３年間に指導勧告書の交付又は改善命令処

分を受けておらず、②在留諸申請をオンライン申請、各

種届出を電子届出で行い、かつ③一定の実績があり、適

正な受入れを行うことが見込まれる機関（下記①から

⑥までのいずれかに該当する機関）であることです。詳

細は、出入国在留管理庁ホームページを御参照くださ

い。 

 

① 日本の証券取引所に上場している企業 

② 保険業を営む相互会社 

③ 高度専門職省令第１条第１項各号の表の特別加算

の項の中欄イ又はロの対象企業（イノベーション創

出企業） 

④ 一定の条件を満たす企業等 



⑤ 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計

表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額

が１，０００万円以上ある団体・個人 

⑥ 特定技能所属機関として３年間の継続した受入れ

実績を有し、過去３年間に債務超過となっていない

法人 

在留諸申請をオンライン申請、各種届出を電子届出

で行うためには、事前の利用者登録が必要です。登録 

が完了するまでには一定期間要するため、事前にご準

備いただくようお願いいたします。 

  また、適格性書類等の提出を省略する場合であって

も、必要に応じて地方出入国在留管理局から提出を求

められた場合は提出する必要があることに留意してく

ださい。 

 

【確認対象の書類】 

＜提出書類の一部省略が認められない場合＞ 

・受入れ・活動・支援実施状況に係る届出書（参考様式第

３－６号） 

・特定技能外国人の受入れ・活動・支援実施状況（参考様

式第３－６号別紙１） 

・受入れ・活動・支援実施状況に係る届出書（署名欄）（参

考様式第３－６号別紙２） 

  ＊支援の実施について登録支援機関に全部委託し、

複数の登録支援機関に委託している場合のみ 

・報酬支払証明書（参考様式第５－７号） 

＊預金口座又は貯金口座への振込み以外の方法によ

って報酬の支払をした場合のみ 



・基準適合性に関する誓約書（参考様式第５－１７号） 

・特定技能所属機関概要書（参考様式第１－１１－１号） 

・中長期在留者の受入れ実績等に関する資料 

・登記事項証明書 

  ＊法人の場合のみ 

・業務執行に関与する役員又は個人事業主の住民票の写

し 

・特定技能所属機関の役員に関する誓約書（参考様式第

１－２３号） 

  ＊法人の場合のみ 

・（特定技能所属機関の）労働保険料の納付に係る資料 

・（特定技能所属機関の）社会保険料の納付に係る資料 

・（特定技能所属機関の）国税の納付に係る資料 

・（特定技能所属機関の）法人住民税又は個人住民税 の

納付に係る資料 

 

＜一定の基準を満たし、提出書類の一部省略が認められ

る場合＞ 

・受入れ・活動・支援実施状況に係る届出書（参考様式第

３－６号） 

・特定技能外国人の受入れ・活動・支援実施状況（参考様

式第３－６号別紙１） 

・受入れ・活動・支援実施状況に係る届出書（署名欄）（参

考様式第３－６号別紙２） 

  ＊支援の実施について登録支援機関に全部委託し、

複数の登録支援機関に委託している場合のみ 

・報酬支払証明書（参考様式第５－７号） 

＊預金口座又は貯金口座への振込み以外の方法によ



って報酬の支払をした場合のみ 

・一定の事業規模及び基準適合性に関する誓約書（参考

様式第５－１６号） 

・書類省略に当たっての誓約書（参考様式第１－２９号） 

・適正な受入れを行うことが見込まれる機関として、前

記①～⑥に対応する次のいずれかの書類 

① 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場してい

ることを証明する文書の写し 

② 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場してい

ることを証明する文書の写し 

 ③ 補助金交付決定通知書の写しなど高度専門職省令

第１条第１項各号の表の特別加算の項の中欄イ又は

ロの対象企業（イノベーション創出企業）であること

を証明する文書 

 ④ 認定証の写しなど一定の条件を満たす企業等であ

ることを証明する文書 

⑤ 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調

書合計表の写し 

⑥ 特定技能所属機関概要書（参考様式第１－１１－

１号） 

【留意事項】   

○ 提出書類の詳細については、定期届出提出一覧表を

参照ください。 

  ※ 特定技能所属機関・登録支援機関による届出（提

出書類） 

https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/ 

nyuukokukanri10_00002.html 

○ １号特定技能外国人支援計画の実施を登録支援機関

https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/


に全部委託している場合は、特定技能所属機関が委託

先の登録支援機関から支援の実施状況を取りまとめて

提出する必要があります。その場合は、当該届出の支援

の実施状況の部分について、登録支援機関と情報共有

した上で、登録支援機関と連名で地方出入国在留管理

局に提出してください。 

○ 備考欄については、必要な添付書類を提出できない

理由など地方出入国在留管理局に対する伝達事項を記

載し、必要に応じて別紙（任意様式）を添付してくださ

い。 

○ 参考様式第３－６号（別紙１）の特定技能外国人の一

覧については、特定技能外国人を受け入れている事業

所ごとに作成してください。 

１９ P.１６０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.１６３ 

第９章 登録支

援機関 

第２節 登録支

援機関に関する

届出等 

第４ 支援の実

施状況等に関す

る届出・報告 

（１）支援実施

状況の届出 

○２つ目 

 

（２）１号特定

技能外国人支援

計画の実施にお

○ 同届出については、特定技能所属機関が行う「受入

れ・活動・支援実施状況に係る届出」（第７章第３節）

に併せて行われるため、特定技能所属機関と登録支援

機関との間で支援実施に係る内容を支援の全部委託を

受けた特定技能所属機関と共有し、特定技能所属機関

と連名で提出してください。 

 

 

 

 

 

 

【留意事項】 

○ 実施予定となっていた支援を実施しなかった場合

は、支援未実施に係る理由書（参考様式第５―１３号）

○ 同届出については、特定技能所属機関が行う「受入

れ・活動・支援実施状況に係る届出」（第７章第７節）

に併せて行われるため、特定技能所属機関と登録支援

機関との間で支援実施に係る内容を支援の全部委託を

受けた特定技能所属機関と共有し、特定技能所属機関

と連名で提出してください。 

 

 

 

 

 

 

【留意事項】 

○ 実施予定となっていた支援の実施が困難となった場

合は、支援実施困難に係る理由書（参考様式第５―１３



ける特異事案報

告 

【留意事項】 

○２つ目 

を作成し、提出してください。 号）を作成し、提出してください。 

 

２０ 参考様式

第１－１

７号 

１号特定技能外

国人支援計画書 









  



２１ 参考様式

第１－２

６号 

公的義務不履行

に関する誓約書 

  



２２ 参考様式

第１－２

９号 

書類省略に当た

っての誓約書 

  



２３ 参考様式

第１－３

１号 

通算在留期間を

超える在留に関

する申立書 

  



２４ 参考様式

第５－１

３号 

支援実施困難に

係る理由書 

  



２５ 参考様式

第５－１

６号 

一定の事業規模

及び基準適合性

に関する誓約書 

  



２６ 参考様式

第５－１

７号 

基準適合性に関

する誓約書 



  



 

２７ 参考様式

第５－１

９号 

基準不適合に係

る説明書 

  


